学校施設目的外使用関係書類記入上の留意点

１　割り印の処理は，許可書と管理簿とに捺印をする。

（詳細は「学校施設目的外使用管理簿」の＊項目参照）

２　「取扱日・取扱者」の欄は，期日や署名・捺印をする。

３　「引継確認・時・者」の欄は，期日・時間や署名・捺印をする。

４　選挙投票日の会場として使用した場合も記載する。

但し，学校施設目的外使用許可申請書・許可書は必要ない。
５　本年度の処理は，本年度の管理担当者が処理する。
６　報告者は，校長とし，職印を押印する。

（管理担当者の印は不要）

＊学校施設の目的外使用の許可に関することは，市立小学校及び中学校の校長の専決事項となっております。

（柏市教育委員会処務規程第３条の２）

　　　
